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令和8年度

燃やすしかないごみの
収集曜日

燃やすしかないごみ
プラスチック資源
破砕ごみ

第４火曜日

第３金曜日

第３火曜日

第２金曜日

第２火曜日

第１金曜日

第１火曜日

泉町・西市町・本町・
宮前町・栄町一丁目

下本町・昭和町・旭町・
栄町二丁目・新柳町・
新柳町１区

中本町・東町・
中野町・鈴井町

東新町（岩倉団地）

大地町・大地新町・
中央町・南新町・
川井町・北島町・野寄町

曽野町・稲荷町・大山寺町・
大山寺元町・大山寺本町・
五条町・大市場町

八剱町・井上町・
神野町・石仏町

植物性の食用油
（キャノーラ油、ごま油、オリーブ油等）

※動物性油（ラード、バター等）、燃料、機械油等は回収しません。
※揚げカスは取り除いてください。

回収する油

ペットボトル、びん等の口がしまる透明な容器に入れて、
容器ごと出してください。

出　し　方

①市役所３階環境政策課
　月～金曜日
　午前8時30分～午後5時15分
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
※令和8年6月より午前9時～午後4時
②清掃事務所（eライフプラザ）
　月～金曜日　午前9時～午後4時
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

回 収 場 所

※令和8年度から「古紙と古着の日」は実施しません。古紙、古着は分別収集に出してください。

使用済みの食用油を回収しています
揚げ物を調理したときなどに出る使用済みの食用油を回収し、
航空燃料（SAF）にリサイクルします。
地球にやさしい取り組みにぜひご参加ください。

令和8年4月から市役所でも
回収を開始します！

実施
しません
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燃やすしかないごみ、破砕ごみ、粗大ごみ


